
＜被害にあわないための心構え＞
①玄関ドアを開けない　��「どこの会社？」「ご用件は？」しっかり確かめて！
②はっきりと断る　����　中途半端な態度がいちばん危険。勇気を出して　
　　　　　　　　　　　　　はっきりと断る！
③断っても帰らない　���　すぐに身近な人か役場へ電話してください。
④おかしいと思ったら　��　家族や身近な人、役場などに相談しましょう。
⑤簡単に契約しない　���　その場で契約せず、ひとまず時間をおいてから　
　　　　　　　　　　　　　でも遅くはありません。
⑥自分の情報は秘密　���　見知らぬ人に口座番号や家族構成を伝えない！
⑦契約してしまったら　��　あきらめずにクーリング・オフを利用する！

広報みなみふらの2005.12 １４

悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪質質質質質質質質質質商商商商商商商商商商悪質商法法法法法法法法法法法ににににににににににに
気気気気気気気気気気ををををををををををつつつつつつつつつつけけけけけけけけけけよよよよよよよよよよ気をつけよううううううううううう
高齢者をねらって「お布団の無料点検に来ました」と言って家に上がり込んだり、
「すぐに工事しないと地震でもきたら大変なことになるよ」などと言って不安
をあおり、巧妙な手口で消費者をだます悪質商法が増え、最近では町内でも悪
質な訪問販売の被害にあった例が増大しています。悪質商法の被害から身を守
るのはあなた自身です。「こんなはずではなかった」と後悔しないために、対処
法をしっかり身につけましょう。

相　談　連　絡　先
役場消費相談窓口　52- 2115　社会福祉協議会　39- 7711

　　　（企画商工課）　　　　　　　　　　　　（高齢者などの対応）
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